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国
保保

1010
月
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
の
国
民

月
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
の
国
民

健
康
保
険
税
の
お
支
払
い
に
つ
い
て

健
康
保
険
税
の
お
支
払
い
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
被
保
険
者
の

皆
様
に
、
個
別
に
金
融
機
関
の
窓
口
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
な
ど
の
手
間
を
お
か
け
し
な

い
よ
う
に
す
る
な
ど
の
観
点
か
ら
、
保
険
税

を
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
仕
組
み（
特

別
徴
収
）を
設
け
、
10
月
1�
日
に
支
払
わ
れ
る

年
金
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

◎
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
方

　

年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
対
象
と
な

る
の
は
、
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保 

険
者
が
、
世
帯
主
の
方
も
含
め
て
全
員
が　
6�
歳 

以
上　
7�
歳
未
満
の
世
帯
の
世
帯
主（
※
擬
制
世

帯
主
を
除
く
）方
と
な
り
ま
す
。

判
定
例

○
世
帯
主（
国
保
）72
歳
、
妻（
国
保
）68
歳
の

　

場
合

→「
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が
6�
歳
以

　

上
7�
歳
未
満
で
あ
る
」た
め
、
対
象
と
な
り

　

ま
す
。

○
世
帯
主（
国
保
）72
歳
、
妻（
国
保
）63
歳
の

　

場
合

→「
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が
6�
歳
以

　

上
7�
歳
未
満
で
な
い
」た
め
、
対
象
と
な
り

　

ま
せ
ん
。

○
世
帯
主（
後
期
高
齢
者
、
擬
制
世
帯
主
）
78

　

歳
、
妻（
国
保
）68
歳
の
場
合

→「
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が
6�
歳
以

　

上
7�
歳
未
満
で
あ
る
が
、
世
帯
主
が
国
保

　

の
擬
制
世
帯
主
で
あ
る
」た
め
、
対
象
と
な

　

り
ま
せ
ん

○
世
帯
主（
社
保
、
擬
制
世
帯
主
）
72
歳
、
妻

　
（
国
保
）68
歳
の
場
合

→「
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が
6�
歳
以

　

上
7�
歳
未
満
で
あ
る
が
、
世
帯
主
が
国
保

　

の
擬
制
世
帯
主
で
あ
る
」た
め
、
対
象
と
な

　

り
ま
せ
ん
。

○
世
帯
主（
国
保
）72
歳
、
妻（
社
保
）68
歳
の

　

場
合

→「
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が
6�
歳
以

　

上
7�
歳
未
満
で
あ
る
」た
め
、
対
象
と
な
り

　

ま
す
。

○
世
帯
主（
国
保
）
72
歳
、
妻（
国
保
） 

68
歳
、

   

子（
国
保
）40
歳
の
場
合

→「
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が
6�
歳
以

　

上
7�
歳
未
満
で
な
い
」た
め
、
対
象
と
な
り

　

ま
せ
ん
。

○
世
帯
主（
国
保
）
72
歳
、
妻（
国
保
）
68
歳
、

   

子 

（
社
保
）40
歳
の
場
合

→「
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員
が
6�
歳
以

　

上
7�
歳
未
満
で
あ
る
」た
め
、
対
象
と
な
り

　

ま
す
。

　

ま
た
、
長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
）と
同
様
、
①
年
金
額
が
年
額　
18
万
円（
月

額
１
万
５
千
円
）
未
満
の
場
合
、ま
た
は
②
介

護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
保
険
税
額
が
年
金
額

の
１
／
２
を
超
え
る
場
合
は
、
年
金
か
ら
の

徴
収
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

10
月
、
12
月
及
び
翌
年
２
月
の
各
月
に
支

給
さ
れ
る
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
保

険
税
は
、
平
成
20
年
度
の
保
険
税
額
の
２
ヵ

月
分
に
相
当
す
る
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
20
年
度
の
７
月
か
ら
９
月
ま

で
の
間
は
、
納
付
書
か
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）

で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
保
険
税
額

の
決
定
通
知
書
は
、
９
月
ま
で
に
納
め
て
い

た
だ
く
保
険
税
の
納
付
書
な
ど
と
一
緒
に
、

７
月
中
旬
に
被
保
険
者
の
皆
様
に
お
届
け
し

ま
す
。

※
今
後
の
制
度
改
正
に
よ
り
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
限
度
額
認
定
証
な
ど
の

国
民
健
康
保
険
限
度
額
認
定
証
な
ど
の

手
続
き
に
つ
い
て

手
続
き
に
つ
い
て

～
入
院
の
医
療
を
受
け
る
方
～

～
入
院
の
医
療
を
受
け
る
方
～

★
70
歳
未
満
の
方

　

医
療
を
受
け
た
と
き
医
療
機
関
に
お
支
払

い
い
た
だ
い
た
自
己
負
担
金
が
、
世
帯
の
所

得
区
分
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
月
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、

領
収
書
を
添
え
て
申
請
す
る
と
、
高
額
療
養

費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
入
院
し
た
時
に
は「
限
度
額
認
定
証
」

を
医
療
機
関
へ
提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
の
支
払
い
が
下
の
表
の
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
多

額
の
現
金
を
支
払
う
必
要
が
な
く
な
り
ま
す

の
で「
限
度
額
認
定
証
」
が
必
要
な
方
は
、
保

険
証
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、
市
民
生
活

課
年
金
・
医
療
担
当
の
窓
口
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ
る
と
、
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

一般世帯
（下記以外の世帯）

80,100円《44,400円》
医療費の総額が 267,000円を超えた
場合は超えた分の 1％を加算

上位所得者
（被保険者の総所得 600 万円以上）

1�0,000円《83,400円》
医療費の総額が �00,000円を超えた
場合は超えた分の 1％を加算

住民税非課税世帯 3�,400円《24,600円》

自己負担限度額（月額）

※《　》は多数該当（過去12ヵ月に 3回以上高額療養費の支給を受け
4回目以降該当する場合）

※
擬
制
世
帯
主

　

国
民
健
康
保
険
の
各
種
届
出
や
国
保
税
を

納
め
る
義
務
は
、
世
帯
主
に
あ
り
ま
す
。

　

従
っ
て
、
世
帯
主
が
国
保
の
加
入
者
で
な

い
場
合
で
も
家
族
の
中
に
国
保
の
加
入
者
が

い
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
義
務
を
負
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
国
保
の
加
入
者
で
は
な
い
世

帯
主
の
こ
と
を「
擬
制
世
帯
主
」と
い
い
ま
す
。

こ
の
場
合
に
は
、
世
帯
主
の
所
得
な
ど
は
国

保
税
の
課
税
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
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　経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険
料の納付が免除される「保険料免除制度」があります。
　保険料免除制度は所得に応じ４段階あり、全額免除は、保険料の全額を免除します。
一部納付（一部免除）制度は３種類あり、保険料の一部を納付し、残りの保険料は免除さ
れます。
　免除制度を利用するには、本人、配偶者、世帯主の前年度所得が一定基準額以下であ
ることが条件となります。
　それぞれの納付額と年金額の計算、免除となる所得の目安は次のとおりです。
　また、このほかに「若年者納付猶予制度」や「学生納付特例制度」などがあります。

国民年金の保険料免除制度について

納付額（月額） 年金額 免除となる所得の目安
　全額免除 0 円 1/3  　（扶養親族等の数 +1）×3�万円 +22万円
　４分の１納付 3,600 円 1/2  　 78 万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額など
　半額納付 7,210 円 2/3 　118 万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額など
　４分の３納付 10,810 円 �/6 　1�8 万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額など

◎今月は、平成19年7月から平成20年6月までの分を申請できる最終月となります。
◎一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除無効（未納と同じ）とな 
るため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。
  また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますの
でご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先　山梨社会保険事務局大月事務所　☎（22）�837
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民生活課　年金・医療担当

★
70
歳
以
上
の
方

　

入
院
し
た
と
き
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証

を
医
療
機
関
へ
提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
の
支
払
い
が
下
の
表
の「
外
来+

入
院

の
限
度
額（
世
帯
ご
と
の
限
度
額
）」ま
で
と
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
減
額

を
受
け
る
に
は
保
険
証
と
は
別
に「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」が
必
要
で
す

の
で
、
保
険
証
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、

市
民
生
活
課
年
金
・
医
療
担
当
の
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

★
入
院
時
の
食
事
代
に
つ
い
て

　

入
院
時
の
食
事
代
に
つ
い
て
は
、
一
食
当

た
り
２
６
０
円
を
自
己
負
担
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
減
額

を
受
け
る
に
は
、
保
険
証
と
は
別
に「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」が
必
要
で

す
の
で
、
保
険
証
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、

市
民
生
活
課
年
金
・
医
療
担
当
の
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

所得区分 外来の限度額
(個人ごとの限度額 )

外来＋入院の限度額
( 世帯ごとの限度額 )

現 役 並 み 所 得 者
（住民税課税所得
14� 万円以上）

44,400 円
80,100 円《44,400 円》
医療費の総額が 267,000 円を超え
た場合は超えた分の 1％を加算

一般 12,000 円 44,400 円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ 　　   8,000 円

24,600 円

住民税非課税世帯
低所得者Ⅰ 1�,000 円

自己負担限度額（月額）

※《　》は多数該当（過去12 ヵ月に 3回以上高額療養費の支給を受け , ４
回目以降該当する場合）

問
合
先　
　

　

市
民
生
活
課　

年
金
・
医
療
担
当

　

税
務
課　

市
民
税
担
当

所得区分 標準負担額
（1食当たり）

一般・一定以上所得者 260 円

住民税非課税世帯
低所得Ⅱ

90 日までの入院 210 円
90 日を越える入院

（過去 12 ヵ月の入院日数） 160 円

住民税非課税世帯　低所得Ⅰ 100 円

※有効期限は７月末日です。現在交付されている方も忘れずに
７月中に更新手続きをしてください。




